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税務訴訟資料 第２７４号（順号１３９３８） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 更正処分等取消請求事件 

 国側当事者・国（下館税務署長） 

 令和６年２月９日棄却・確定 

 

    判    決 

 原告          株式会社Ｄ 

 同代表者代表取締役   甲 

 同訴訟代理人弁護士   増田 英敏 

 同復代理人弁護士    大山 勉 

 被告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 処分行政庁       下館税務署長 

             小川 健一 

 同指定代理人      別紙１指定代理人目録記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

  １ 下館税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費

税額１４９２万０７００円及び納付すべき地方消費税額４０２万６２００円を超える部分並

びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

  ２ 下館税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費

税額１５１２万４３００円及び納付すべき地方消費税額４０８万１１００円を超える部分並

びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

  ３ 下館税務署長が令和３年３月２６日付けで原告に対してした平成３０年４月１日から平成３

１年３月３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費

税額１３３２万７４００円及び納付すべき地方消費税額３５９万６２００円を超える部分並

びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告が、処分行政庁から、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの課

税期間（以下「平成２９年３月課税期間」といい、他の課税期間についても同様に表記す

る。）、平成３０年３月課税期間及び平成３１年３月課税期間（以下、併せて「本件各課税期

間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）について、原告が指定
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管理者として行った公の施設の管理業務に関して下妻市から支払を受けた金員（以下「本件

各支払金」という。）が、役務提供の「対価」（消費税法４条１項、２条１項８号）に当たる

として、本件各課税期間の消費税等の各更正処分（以下「本件各更正処分」という。）及び過

少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処分」といい、本件各更正処分と併

せて「本件各更正処分等」という。）を受けたことから、本件各更正処分等の各取消しを求め

る事案である。 

  １ 関係法令の定め 

    本件に関係する消費税法の定めは、以下のとおりである。 

  （１）２条（定義）１項 

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

     ８号 資産の譲渡等 

       事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供（括弧内略）

をいう。 

     ９号 課税資産の譲渡等 

       資産の譲渡等のうち、６条１項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外

のものをいう。 

      その余の号 略 

  （２）４条（課税の対象）１項 

     国内において事業者が行った資産の譲渡等（中略）には、この法律により、消費税を課す

る。 

  （３）２８条（課税標準）１項本文 

     課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額（対価として

収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額

とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課

されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。（中略））とする。 

  ２ 前提事実 

    以下の事実は、当事者間に争いがないか、各項末尾の証拠（枝番号のある書証は、特に記載

しない限り全ての枝番号を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる。 

  （１）原告の設立等 

    ア 原告は、下妻市が、公の施設（地方自治法２４４条１項）であるＥ（以下「本件施設」

という。）等の管理運営のため、一部出資をして、平成１０年６月●日に設立した株式会

社である（甲１３）。 

    イ（ア）原告は、下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年

下妻市条例第１１７号。以下「本件条例」という。）５条１項に基づき、本件施設の

指定管理者の指定を受け（指定期間は平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日

まで）、平成２５年４月１日付けで、Ｅの管理に関する基本協定書を締結した。同協

定書において、指定管理料は無料とされていた（２１条）。（乙２７） 

     （イ）原告は、下妻市から、下妻市補助金等交付規則（昭和５１年下妻市規則第１７号。

以下「本件補助金規則」という。）に則り、「●●補助金」として、平成２６年度は１

億円の、平成２７年度は１億１６００万円（以下、併せて「平成２６年度補助金等」
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という。）の交付を受けた。なお、原告は、平成２７年度に交付を受けた上記補助金

のうち３６００万円を下妻市に返還した。（甲４、乙２９、３０） 

  （２）基本協定書等の締結及び本件各支払金の支払等 

    ア 指定管理者の指定 

      下妻市は、平成２８年３月１８日、本件条例５条１項に基づき、原告を本件施設の指定

管理者に指定した（指定期間は平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで）（乙

４）。 

    イ 基本協定書の締結 

      原告は、平成２８年４月１日付けで、下妻市との間で、本件施設の管理及び運営に関す

る業務について、Ｅの管理に関する基本協定書（乙４。以下「本件基本協定書」という。）

を締結したところ、本件基本協定書には、下記の内容の条項が含まれていた。 

    （ア）７条１項 

       管理業務の範囲は、①管理施設の使用許可に関する業務、②管理施設の使用に係る利

用料金の徴収に関する業務、③管理施設等の維持管理に関する業務、及び、④上記①か

ら③までのほか、下妻市又は原告が必要と認める業務（以下、併せて「本件管理業務」

という。）とする。 

    （イ）１１条１項 

       原告は、本件基本協定書、年度協定、仕様書、条例及び関係法令等のほか、施設指定

管理者運営業務事業計画書並びに収支計画書に従い、本件管理業務を実施するものとす

る。 

    （ウ）２１条（指定管理料） 

       １項 下妻市は、本件管理業務の実施の対価として、原告に対して指定管理料を支払

う。 

       ２項 下妻市が原告に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」

に定めるものとする。 

       ３項 原告は、指定管理料の支払に関する請求書を下妻市に送付するものとし、下妻

市は、当該請求書を受領してから３０日以内に原告に対して指定管理料を支払

うものとする。 

    ウ 年度協定書の締結 

      原告及び下妻市は、本件基本協定書２１条２項（前記イ（ウ））に基づき、平成２８年

４月１日付け、平成２９年４月１日付け及び平成３０年４月１日付けで、それぞれＥの施

設管理に関する年度協定書（乙５。以下、上記のうち平成２８年４月１日付けのものを

「平成２８年度協定書」といい、他の協定書についても同様に表記する。また、これらの

協定書を併せて「本件各年度協定書」という。）を締結した。本件各年度協定書には、第

３条として、平成２８年度から平成３０年度までの各指定管理料について、下妻市が、原

告に対し、本件管理業務の「実施の対価として、金６０、０００、０００円（消費税及び

地方消費税を含む。）を支払うものとする。ただし、４月から３月までの対価とする。」と

記載されていた。 

    エ 本件各支払金の支払（乙１１ないし２２、弁論の全趣旨） 

    （ア）下妻市は、原告から、平成２８年４月２５日付けで、平成２８年度の本件施設の指定



4 

 

管理料として６０００万円を請求する旨の記載のある請求書の送付を受け、「平成２８

年度Ｅ指定管理料」として支出負担行為に係る市長の決裁を経た上で、同年５月１３日、

原告に対して６０００万円（以下「平成２８年度支払金」という。）を支払った。下妻

市議会は、平成２８年度支払金に関し、一般会計予算の歳出として、区分を「委託料」

とする「Ｅ指定管理料」６０００万円が計上された平成２８年度下妻市一般会計予算議

案を可決し、また、一般会計の歳出として、区分を「委託料」とする「Ｅ指定管理料」

６０００万円が支出済額に計上された平成２８年度下妻市一般会計歳入歳出決算書を認

定した。 

    （イ）下妻市は、原告に対し、平成２９年４月２５日及び平成３０年５月２日、各６０００

万円（以下、それぞれ「平成２９年度支払金」、「平成３０年度支払金」という。これら

と平成２８年度支払金と併せたものが本件各支払金である。）を支払ったところ、これ

らの支払に係る手続も、前記（ア）と同様である。 

  （３）本件各更正処分等 

    ア 原告は、本件各課税期間の消費税等について、別表１の「確定申告」欄記載のとおり、

それぞれ法定申告期限までに確定申告をした（なお、処分行政庁は、上記のうち平成３１

年３月課税期間の消費税等について、原告から更正の請求を受け、別表１の「更正（減額）

処分」欄記載のとおり、減額更正処分（以下「本件減額更正処分」という。）をした。）

（乙３、２４）。 

    イ 処分行政庁は、令和３年３月２６日付けで、別表１の「更正処分」欄記載のとおり、本

件各更正処分等（以下、本件各更正処分等のうち、平成２９年３月課税期間に係る更正処

分を「平成２９年３月課税期間更正処分」といい、他の課税期間に係るものについても同

様に表記する。）をした（甲１０）。 

    ウ 原告は、令和３年６月２３日、国税不服審判所長に対し、本件各更正処分等を不服とし

て審査請求をし、令和４年５月１１日付けで、同審査請求をいずれも棄却する旨の裁決を

受けた（甲１１、１２）。 

  （４）本件訴えの提起 

     原告は、令和４年１１月８日、本件訴えを提起した。 

  ３ 本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計算 

    被告が主張する本件各更正処分等に係る課税の根拠及び計算は、別紙２記載のとおりであり、

原告は、後記４において争点となっている点を除き、これを争うことを明らかにしない。 

  ４ 争点 

  （１）本件各支払金が資産の譲渡等の「対価」（消費税法２条１項８号）に当たるか（争点⒈） 

  （２）本件各更正処分に係る理由の提示に不備があるか（争点２） 

  ５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

  （１）争点１（本件各支払金が資産の譲渡等の「対価」（消費税法２条１項８号）に当たるか） 

    （被告の主張） 

    ア 事業者が収受する経済的利益が、消費税の課税要件としての「資産の譲渡等」の「対価」

に当たるためには、事業者が行った当該個別具体的な役務提供との間に、少なくとも対応

関係がある、すなわち当該具体的な役務提供があることを条件として、当該経済的利益が

収受されるといい得ることを必要とするものの、それ以上の要件は要求されていない。 
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    イ 原告は、下妻市との間で、本件基本協定書を締結したところ、ここには、下妻市は、本

件管理業務の実施の対価として指定管理料を支払う旨の定めがあり、本件各年度協定書に

は、下妻市は、本件管理業務の実施の対価として「金６０、０００、０００円（消費税及

び地方消費税含む。）を支払う」旨の定めがある。また、下妻市は、本件各支払金を「委

託料」として予算及び決算に計上し、「施設管理運営委託料」として支払っている。 

      以上からすれば、原告は、本件基本協定書に基づいて本件管理業務という具体的な役務

の提供をすることを条件として、下妻市から本件各支払金を収受したものであって、本件

各支払金と本件管理業務との間に対応関係があることは明らかである。 

    ウ したがって、本件各支払金は、本件管理業務の「対価」に当たる。 

    （原告の主張） 

    ア 本件各支払金は、指定管理料の名目で支払がされているが、後記イのとおり、その実質

は、赤字補填目的の補助金であって、「対価」には当たらない。 

    イ（ア）下妻市議会の定例会や予算特別委員会等において、「Ｅ指定管理料」として計上さ

れた６０００万円が、実質的には原告の赤字を補填するものであるとの趣旨の発言が

されている。 

        また、原告の総勘定元帳の普通預金勘定においても、平成２８年度支払金及び平成

２９年度支払金は、いずれも相手科目を「雑収入」、相手補助科目を「補助金収入」

として計上されている。平成３０年度支払金については、相手科目を「未収入金」、

相手補助科目を「その他」として計上され、摘要欄に「指定管理料」と記載されてい

るが、これは、補助金の支出に対する市民の批判を回避するための記載にすぎない。 

     （イ）平成３１年度以降、本件施設の指定管理者に指定された株式会社Ｆ（以下「Ｆ」と

いう。）に対しては、１年当たり１０００万円の指定管理料が支払われていることに

照らし、本件各支払金（１年当たり６０００万円）は、本件管理業務の対価としては

不相当に高額であって経済的合理性がない。 

     （ウ）原告は、下妻市から、平成２６年度補助金等の交付を受けていたところ、平成２８

年度以降、指定管理料の名目で支払われることにはなったが、これは、補助金による

赤字補填に対する市民の批判に対応するものにすぎず、本件各支払金の趣旨と性質は、

平成２６年度補助金等と変わりはない。 

  （２）争点２（本件各更正処分に係る理由の提示に不備があるか）について 

    （被告の主張） 

     本件各更正処分に係る通知書（甲１０。以下「本件各処分通知書」という。）には、本件

各更正処分の根拠として、本件各支払金が、消費税法上の「資産の譲渡等」の「対価」に当

たり、本件各課税期間の課税標準額に算入されるとした判断過程が具体的に明示されており、

かかる更正の理由の記載は、「行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制する

とともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える」という行政手続法

１４条１項の趣旨を充足するのに十分な記載である。 

     したがって、本件各更正処分に係る理由の提示に何ら不備はない。 

    （原告の主張） 

     本件各処分通知書には、原告が、本件各支払金が赤字補填のための補助金であると主張す

る根拠を否定する理由が記載されておらず、理由付記の制度趣旨を充足する程度の理由が示
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されていないから、違法である。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 争点１（本件各支払金が資産の譲渡等の「対価」（消費税法２条１項８号）に当たるか）に

ついて 

  （１）消費税法に基づく消費税は、消費に広く薄く負担を求めるという観点から、課税の対象を

広く設定し、その税額は、事業者が提供する物品やサービスの価格に上乗せ（転嫁）され、

最終的に消費者が負担することが予定されている税である。このため、事業者が収受する経

済的利益が消費税の課税要件としての資産の譲渡等の「対価」（同法２条１項８号）に当た

るといえるためには、事業者が収受する経済的利益と事業者が行った個別具体的な資産の譲

渡等との間に、少なくとも対応関係があることが必要である。換言すると、当該個別具体的

な資産の譲渡等があることを条件として当該経済的利益が収受されるといい得る対応関係が

あることが必要であるが、それ以上の要件は要求されていないものと解するのが相当である。 

  （２）本件基本協定書及び本件各年度協定書において、下妻市は、本件管理業務の実施の対価と

して６０００万円を支払うとされているのであって（前記前提事実（２）イ（ウ）、ウ）、こ

れによれば、原告と下妻市は、平成２８年度から平成３０年度までの本件管理業務の対価と

して、各年６０００万円の指定管理料を支払う旨合意したものと認められる。また、本件各

支払金の支払に関し、原告は、本件施設の指定管理料として６０００万円を請求する旨の記

載のある請求書を下妻市に送付し、下妻市は、本件各支払金を「委託料」と区分した一般会

計予算議案及び一般会計歳入歳出決算書を議会に提出してその議決又は認定を経るとともに、

本件各支払金の支出に当たり「Ｅ指定管理料」として支出負担行為に係る市長の決裁を受け

ている（前記前提事実（２）エ）。以上の各事実によれば、本件各支払金は、本件管理業務

の履行という役務提供がされたことを条件として支払われた指定管理料であり、本件管理業

務の「対価」であると認められる。 

  （３）ア 原告は、下妻市議会の定例会等において、実質的な赤字補填であるとの趣旨の発言が

あったことや、原告の総勘定元帳に「補助金収入」との記載があることからすれば、本

件各支払金は補助金である旨主張する。 

       しかし、後記ウのとおり、本件各支払金が、本件管理業務に係る経費と本件施設の利

用料金との差額（原告の主張するところの赤字）を補填する目的で支払われたものであ

ったとしても、それは、必ずしも本件各支払金が本件管理業務の対価たる指定管理料で

あることと矛盾するものではない。そして、前記（２）記載の各事実に加えて、下妻市

において、平成２８年度から平成３０年度までの間、本件各支払金の支払に当たり、本

件補助金規則に則った手続が何ら行われていない（前記前提事実（２）エ）ことも考慮

すれば、本件各支払金が補助金であるとは認められず、上記のとおり原告が指摘する事

実のみをもって、前記（２）の判断を覆すには足りない。 

     イ 原告は、本件各支払金の額は、本件管理業務の対価としては不相当に高額であるとも

主張する。 

       しかし、前記（１）のとおり、事業者が収受する経済的利益が「対価」（消費税法２

条１項８号）に当たるといえるためには、事業者が収受する経済的利益と事業者が行っ

た個別具体的な役務提供との間に、少なくとも対応関係があることが必要であるが、そ

れ以上の要件は要求されておらず、当該経済的利益と当該役務提供とが等価であること
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を要するものでもない。 

       そもそも、本件全証拠を検討しても、Ｆと下妻市との間の本件施設に係る基本協定書

や仕様書等と、原告と下妻市との間の本件基本協定書や仕様書等とで、それぞれ合意さ

れた管理業務の具体的内容及び経費の負担割合や、予定されている本件施設の利用料金

の額などの異同は明らかではないから、Ｆに対する指定管理料と本件各支払金との間に

開きがあることのみをもって、本件各支払金が不相当に高額であると認めることもでき

ない。 

       したがって、上記原告の主張は理由がない。 

     ウ 原告は、本件各支払金は赤字補填を目的とするものであるから、その趣旨及び性質は

平成２６年度補助金等と変わりはない旨主張する。 

       しかし、指定管理者制度においては、指定管理者たる民間事業者が当該公の施設の管

理を通じ適正な利潤を上げることも想定される一方で、当該公の施設の提供するサービ

スの内容や性質によっては、住民に対する適正なサービスの提供という観点から、利用

料金を収受しないことやその金額を低く抑えることが適当である場合も当然に想定され

るものである（地方自治法２４４条の２第９項参照。乙３５、３６）。このことからす

れば、指定管理者制度の下において、指定管理者による管理の対価としての指定管理料

により、利用料金によって賄うことのできない経費を補填する場合があることは、当然

に予定されているというべきである。そうすると、仮に、本件各支払金が、本件管理業

務に係る経費と本件施設の利用料金との差額（原告の主張するところの赤字）の補填に

充てられたとしても、それは、本件各支払金の性質が、本件管理業務の対価たる指定管

理料であることと何ら矛盾するものではない。 

       したがって、上記原告の主張は理由がない。 

  （４）以上からすれば、本件各支払金は、本件管理業務の「対価」であって、消費税法２８条１

項本文の消費税の課税標準の基礎をなすものに当たると認められる。 

  ２ 争点２（本件各更正処分に係る理由の提示に不備があるか）について 

  （１）行政手続法１４条１項本文が、行政庁が不利益処分をする場合にその理由を名宛人に示さ

なければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するとい

う不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制すると

ともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解さ

れる（最高裁平成●●年（○○）第●●号同２３年６月７日第三小法廷判決・民集６５巻４

号２０８１頁参照）。そして、提示すべき理由の内容及び程度は、特段の理由のない限り、

いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたのかを、処分の相手方にお

いてその記載自体から了知し得るものでなければならず、単に処分の根拠規定を示すだけで

は、それによって当該規定の適用の原因となった具体的な事実関係をも当然に知り得るよう

な例外の場合を除いては、同項の要求する理由の提示として十分ではないというべきである

（最高裁昭和●●年（○○）第●●号同４９年４月２５日第一小法廷判決・民集２８巻３号

４０５頁参照）。 

  （２）本件各処分通知書には、更正の理由として、本件各支払金は、消費税法４条１項の資産の

譲渡等の対価に当たると認められるため、そこから所定の金額を控除した額を本件各課税期

間の課税標準額に算入したと記載され、その理由として、①本件基本協定書及び本件各年度
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協定書が、原告と下妻市との間で合意の上締結されており、有効に成立していること、②原

告は、本件管理業務を、本件基本協定書に基づいて実施し、その対価として本件基本協定書

及び本件各年度協定書に記載されている指定管理料を受領していること、③本件各年度協定

書には「本業務の実施の対価として、金６０，０００，０００円（消費税及び地方消費税含

む。）を支払うものとする。」と記載されていることが挙げられている（甲１０）。 

     以上のとおり、本件各処分通知書には、本件各支払金が、消費税法４条１項の資産の譲渡

等の「対価」に当たり、本件各課税期間の課税標準額に算入されるとした上で、その根拠と

なる具体的な事実関係が明示されており、前記（１）のような理由付記の趣旨に照らして十

分な記載があるというべきである。 

  （３）したがって、本件各更正処分に係る理由の提示に違法はない。 

  ３ 本件各更正処分等の適法性 

    以上を前提とすると、以下のとおり、本件各更正処分等は、いずれも適法である。 

  （１）原告の本件各課税期間について納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額は、別紙２

の１記載のとおりであると認められるところ、前記前提事実（３）イによれば、これらは本

件各更正処分における納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額とそれぞれ同額である

と認められるから、本件各更正処分は、いずれも適法である。 

  （２）本件各更正処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額は、別紙２の３記載のと

おりであると認められるところ、前記前提事実（３）イによれば、これらは本件各賦課決定

処分における過少申告加算税の額といずれも同額であると認められるから、本件各賦課決定

処分は、いずれも適法である。 

 第４ 結論 

    よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判

決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 鎌野 真敬 

   裁判官 栗原 志保 

   裁判官 都築 健太郎 
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（別紙1)

指定代理入目録

八屋敦子、青木雄弥、杉田弘明、須藤勝幸、角木渉、鈴木美希

以上
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（別紙2)

6
 

課税の根拠及び計算

1 本件各更正処分の根拠

(1) 平成29年3月課税期間更正処分の根拠

ア課税標準額（別表2-1・順号①c欄） •9億4469万2000 円

上記金額は、次のmの金額とH)の金額との合計額（ただし、国税通則法（以．．

下「通則法」とい．う。） 118.条1項の規定により 1000円未満の端数金額を

切り捨てた後のもの。後記図ア及び(3)アについても同じ。）である。

・け）葎定申告における課税売上高（別表2-1・順号②c襴） ． 

10 • 8億8913万6646円

上記金額は、平成29年3月課税期間の消費税等の確定申告書に添付され

-●..... .. .... • ・

•• .... .. .... .. ..... 
• •' ．． 

た「付表2ー(2}Jの①「課税売上額（税抜き） （税率6.3％適用分C)」欄

．（乙3の1• 3枚目）に記載された金額と同額である。

（イ） 課税売上額！こ加算すべき本件各金員の額（別表2-1・順号③c欄）

• 16 5555万55 5・5円

上記金額は、原告が下妻市から本件施設の指定管理料名目で支払を受けた

平成28年度支払金の額（税抜額）であり、消費税法2条．1項8号に規定す

．る資産の譲渡等の対価に当たるため、課税売上額に加算すべき金額である。

・なお、本件各支払金は、平成2.4年法律第6・8号附則5条の経過措置の適

” 用を受ける課税資産の譲濃等の対価には当たらないため、税率は100分の

6. 3が適用される（消費税法29条（平成24年法律第68号3条による

改正前のもの。以下同じ。））。また、後記(2)アH)及び同(3)ア（イ）についても同様

である。

イ 課税標準額に対する消費税額侶Il表2-1・順号④C欄）

公5 . ・ • 595.1万5596円

上記金額は、次吠ガの金額とH切金額との合計額である。
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6. 

10 

•に ... 
••••• ..... .. --. ... 
．．會．．....... ． ~.. . “ ．， 

• • 

m課税標準額に対する消費税額・税率4パーセント適用分（別表2-1.、順 ．
号④A欄） ・ ・ ••• 0円

上記金額は、平成29年3月課税期間の消費税等の確定申告書に添付され

た「付表ljの②「消費税額（税率4％適用分B)」欄（乙3の1.2枚目）

の金額（金額の記載がなく0円）と同額である。

H) 課税標準額に対する消費税額・税率6.3パーセント適用分（別表2-1·• 

順号④B欄） ． 5 9 5 1万5596円

上記金額は、消費税法・ 2 •9条の規定に基づき、前記アの金額に税率 l· O 0 

分の6..3を乗じて計算した金額である。 ・

ウ控除対象仕入税額（別表2-1・順号⑤C欄） • • 4 1-0 9万48,3 7円

・上記金額は、次のmの金額とHぬ金額との合計額である。 ・ 1 • • • 

m税率4パーセント適用分に対する控除対象仕入税額O}IJ表2-1l.順号⑤
A欄） . : ·•• 9 6 0円

上記金額は、 •平成29年 3月課税期間の消費税等の葎定申告書に添付され

16 た付表 1 の⑦「控除税額小計（④＋⑤十⑥）（税率4％適用分B)」欄 •（乙 3

の1• 2枚目）に記載された金額と同額である。

H) 税率6.3パーセント適用分に対する控除対象仕入税額OJIJ表2-1・順

号 B．欄）
，， 
4 1 0.9万3877円

上記金額は、平成29年3月課税期間の消費税等の葎定申告書に添付され

” ． た付表1の⑦「控除税額小計（④＋⑤十⑥） （税率6..3％適用分C)」欄（乙

3の1• 2枚目）に記載された金額と同額である。

工 合計差引税額（別表2-1・順号⑧c欄）・ 1 842万0700円

上記金額は、次のH切金額からけ灰）金額を減算した金額（ただし、通則法1.19

条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）．である。

勾 げ）税率4バーセント適用分に対する控除不足還付税額（別表2-1・順号⑥

・A欄） 9 6 0円
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6
 

上記金額は、平成29年3月課税期間の消費税等の確定申告書に添付され

た付表1の⑧「控除不足還付税額（⑦ー②一③）（税率4％適用分B)」欄（乙

3の1• 2枚目）に記載された金額と同額である。

~).税率 6. 3バーゼント適用分に対する差引税額（別表2・-1・順号⑦B欄）

•• 184 2万17 1 9円

才

．上記金額は、前記イいの金額から前記ウ（イ）の金額を減算した金額である。

既に納付の確定した消費税額(!IJ表 2.~·1 ・順号⑨c欄） f . ' . ' 

10 

ヵ

”

・

l

 

.

“

“

 

鴫

・

・

・・・・・ 

•• 

．
 

5..

.

.

.. 

.

.

 

・

●

 

.

.

.

 

．
．．．
．．．
 

.

.

.

 
“
 

．． 

・3 5 0万0000円

l& 

箪

1492万0700円 ・

・・上記金額は、平成29年3月課税期間の消費税等の葎定申告書の⑨「差引

税額（②＋③一⑦）」欄（乙3の1• 1枚目）に記載さ・れた金額と同額である。

差引納付すべき消費税額(glJ表2-1.・順号⑩c欄）

上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を減算した金額である。

年合計差引地方消費税の課税標準となる消費税額侶LJ表2-1・順号⑬C欄）

:.・  18・42万0700円 ．．．

上記金額は、次の（イめ金額からmの金額を減算した金額・（ただし、通則法11・9
条1項の規定に基づき 100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）であり、

・地方税法72条の82.の規定に基づく地方消費税の課税標準額である。

· ~税率4パーセント適用分に対する地方消費税の課税標準となる消費税額

（控除不足還付税額） （別表2-1・順号⑪A欄） ・ ．．． 960円

．（イ）

上記金額は、・前記エmの金額と同額である。 ． 

税率6.3バーセント適用分に対する譲渡割額の課税標準となる消費税額

（差引税額） （別表2-1・順号⑫B欄） ・ 1 8 4 2万17 1 9円

2G. ク

上記金額は、前記エH)の金額と同額である。 ・

合計差引譲渡割額（別表2-1・順号⑯）’ ．497万0700円

・上記金額は、次の（イlの金額からmの金額を減算した金額（ただし、地方税法
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6
 

10 

.2 0条の4の2第3項の規定に基づき 100円未満の端数金額を切り捨てた

後の金額）であるー

m税率4パーセント適用分に対する譲渡割額（還付額） （別表2-1・順号⑭

A欄） ・ ．・ ・ ． ・ • 2 4 0円

・・ 上記金額は、地方税法72条の．83（平成24年法律第69号1条による

改正前のもの）の規定に基づき、前記封力の金額に100分の25の割合を

乗じ寸＂いォこ金額である。 ロ

H) 税率6.3パーセシド適用分lこ対する譲渡割額（納付額） （別表2-1・順

・号⑮B欄）． ．．・. 4 9?:万09 4.0円・

上記金額は、地方税法12条の83 （平成24年法律第69号2条による ． ） 

改正前のもの。以下同じ。）の規定に基づき、前記キH)の金額に税率63分の

. • ... ．． ． ． ・ • . .. " "' .... ·•. .....・．．．． ., ... 
16 

” 

1 7を乗じて計算した金額である。

ケ 既に納付の確定した醸渡割額OJiJ表2-1・順号⑰C欄）

● • 4.0 2万6200円

上記金額は、平成29年3月課税期間の消費税等の瀧定申告書の⑳「納税額」

・欄（乙3の1.1枚目）に記載された金額と同額である。

コ 差引納付すべき麟猿割額~J表2- ·1 . ヽ順号⑱c欄） .9 4万4500円

上記金額は、前記クの金額から前記ケの金額を減算した金額である。

サ 差弓1納付すべき消費税等の合計税額（別表2-1・順号⑲c欄） ．

444万4500円

上記金額は、前記力の金額と前記コの金額との合計額であり、原告が平成29. 

年3月課税期間更正処分により新たに納付すべき消費税等の額である。

(2) 平成30年3月課税期間更正処分の根拠． ・・.・

ア 課税標準額．（別表2-2・順号①欄） • ． 9億65 2 1.万2000円 ．

四 上記金額は、次のmの金額とH泣金額との合計額である。
m葎定申告における課税売上高・{SIJ表2:.....2・順号②欄）
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9億0965万694 8円

上記金額は、 •平成 30年 3月課税期間の消費税等の確定申告書に添付され

た ・「付表2」の①「課税売上額（税抜き）」欄（乙3の2• 2枚目）に記載さ

れた金額と同額である。

5 . (.{) 課税売上額に加算すべき本件各金員の額（別表2-2・順号③欄）

5555万55 5 5円

上記金額は、原告が下妻市から本件施設の指定管理料の名目で支払を受け

た平成29年度支払金の額（税抜額）であり、消費税法2条・1項8号に規定

する資産の譲渡等の対価に当たるため、課税売上額に加算すべき金額である。

10 イ 課税標準額に対する消費税額{.SIJ表2-2・順号④欄）

.. .. . -.... •.... . 
•• . · • 
•• •• ・.. ・....... 
•••• ., 

16 

6 0 80万8356円

・上記金額は、消費税法2.9条の規定に基づき、前記アの金額に税率100分

．の6; 3を乗じて計算した金額である。

ウ 控除対象仕入・税額（別表2-2・順号⑤欄） 4218万3944円

上記金額は、平成30年3月課税期間の消費税等の確定申告書の⑦「控除税

額小計（④＋⑤十⑥）．」欄（乙3の2• 1枚目）に記載された金額と同額である。

エ差引税額（別表2-:-2・順号⑦欄）． • • 1 8.6 2万44 0 0円

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を減算した金額（ただし、通則 ．．

；・ 法11 9条1項の規定に基づき、 100円未満の端数金額を切り捨てた後の金

m 額）である。

オ既に納付の肇定した消費税額（別表2-2・・順号⑧欄）

151 2万4300円

上記金額は、平成30年3月課税期間の消費税等の確定申告書の⑨「差引税

額（②＋③一⑦）」欄（乙3の2 • i枚目）に記載された金額と同額である。

四 カ差引納付すべき消費税額（別表2-2・・順号⑨欄） 350万oioo円

上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を減算した金額である。
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5
 

．、 キ 地方消費税の課税標準となる消費税額（別表2-2・順号⑪欄）

1 8 6 2万4400円．

上記金額は、前記エの金額と同額であり、地方税法72条の82の規定に基

づく地方消費税の課税標準額である。 ． 

ク 譲渡割額（別表2-2・・順号⑬欄） ． 502万5600円

上記金額は、地方税法7.2条の83の規定に基づき、前記キの金額に税率63. 

JO 

. -..  ...,.. 
•鴫

• ., 
．． ..... 

• ・・・・ • 
•• !I"' .. • 
・' ・・ 

分の 17を乗じて計算した金額（ただし、地方税法20条の4の2第3項の規

定に基づき 100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）である。

ケ 既に納付の確定した譲渡割額（別表2-2・順号⑭欄）

• 4・0 8万11 0 0円 ・

上記金額は、平成3・0年3月課税期間の消費税等の確定申告書の⑳「納税額」

欄（乙3の2.(枚目）に記載された金額と同額である。

コ 差引納付すべき譲渡割額ほFJ表2-2・順号⑮欄） ’• 94 万4· 5 o_o円

上記金額は、前記クの金額から前記ケの金額を減算した金額である。

サ 差引納付すべき消費税等の合計税額ほlj表2-2'・順号⑯欄）

444万4600円

上記金額は、前記力の金額と前記コの金額との合計額であり、原告が平成30

．年3月課税期間更正処分により新たに納付すべき消費税等の額である。． ‘

(3) 平成31年3月課税期間更正処分の根拠

，》 • ア 課税標準額（別表2-3・順号①欄） ．・ 9億3945万7000円

上記金額は、次のmの金額と（イ切金額との合計額である。

16 

m本件減額更正処分における課税売上高ほJj表2-3・順号②欄）
8億8390万201-0円

上記金額は、本件減額更正処分に係る更正決議書の「課税売上高J欄（乙

四 3の4 • 1枚目）に記載された金額と同額である。

（イ） 課税売上額に加算すべき本件各金員の額 ~IJ表 2-3 ・ 順号③欄）
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5555万5555円

上記金額は、原告が下妻市から本件施設の指定管理料の名目で支払を受け

た平成31年度支払金の額（税抜額）であり、消費税法2条1項8号に規定

する資産の譲渡等の対価に当たるため、課税売上額に加算すべき金額である。

5 イ 課税標準額に対する消費税額はり表2-3・順号④欄）

10 

ヽ ． •． . .. 
• • ・ ・•.... ... .. .. •. •. • .... .. 
● 鴫 ..

●● ・... 
16 

5 9 1 8万57 9'1円

上記金額は、消費税法29条の規定に基づき、前記アの金額に税率100分

の6..3を乗じて計算した金額である。

ウ 控除対象仕入税額{,81j表2-3・順号⑤欄） 4235万8334円

．．上記金額は、本件減額更正処分に係る更正決議書の7「控除税額（小計）」の

「調査額傭［則）J欄（乙3の4• 1枚目）に記載された金額と同額である。

工差引税額・（別表2-3・順号⑦欄） 1682万7400円

上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を減算した金額（ただし、通貝iJ

法 11 9条1項の規定に基づき、前記エの金額の1・o 0円未満の端数金額を切

．．り捨てた後の金額）である。

オ既に納付の確定した消費税額（別表2-3・順号⑧欄）

1332万7400円

上記金額は、本件減額更正処分に係る更正決議書の11「差引税額」の・「調

査額 ．（原則）」欄（乙3の4•. 1枚目）に記載された金額と同額である。..

・20・ カ差引納付すべき消費税額（別表 2-3 ・順号⑨欄） ．•. 350万0 0 o・o円

． • 上記金額は、前記エの金額から前記オの・金額を減算した金額である。

．キ 地方消費税の課税標準となる消費税額ほIJ表2-3・順号⑪欄）

1 6 82万7400円

上記金額は、前記エの金額と同額であり、地方税法72条の82の規定に基

四 づく地方消費税の課税標準額である。 ．

ク 譲渡割額（別表2-3・順号⑬欄） ． 454万0700円
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6 、

上記金額は、地方税法72条の83の規定に基づき、前記キの金額に税率63・ 

分の 1.7を乗じて計算した金額（ただし、地方税法20条の4の2第3項の規

定に基づき 100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）である。

ケ 既に納付の葎定した譲渡割額（別表2-3・順号⑭欄） ．． ． 

. 3 5 9万62 o o・円

上記金額は、本件減額更正処分に係る更正決議書の17「納税額」の「調査

額（原則）j欄（乙 3 の•4. 1枚目）に記載された金額と同額である。・

コ 差引納付すべき譲渡割額（別表2.....:3・順号⑮欄） ・ 、94万4500円

上記金額は、前記クの金額から前記ケの金額を減算した金額である。 ． 

ll> サ 差引納付すべき消費税等の合計税額ほrJ表2-.3・順号⑯欄）

． ． •... 
• :.... 
•• •• ...... 
I e...  

• !'.., ． 
• • 

15 

444万4500円

・上記金額は、前記力の金額と前記コの金額との合計額であり、原告が平成3.1

・年3月課税期間更正処分により新たに納付すべき消費税等の額である。 ． 

2 本件各更正処分の適法性

被告が主張する原告の本件各課税期間における納付すべき消費税額及び地方消

費税の譲渡割額は、前記1・のとおりであるところ、本件各更正処分における納付す

・ベき消費税額及び地方消費税の譲渡割額（甲10 • 1、6及び11枚目の各「11 J 

欄及び「17」欄）といずれも同額であるから、本件各更正処分は適法である。

3 本件各賦課決定処分の根拠

20 前記2で述ぺたとおり、本件各更正処分は適法であるところ、原告が本件各更正

四

処分により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実につき、本件各更正処

分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法65条

（令和2年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。） 4項に規定する「正当な理

由」があるとは認められない一

・したがって、本、件各更正処分に伴っ・て原告に課されるべき過少申告加算税の額は、

以下述べるとおりである。
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44.万4000円

翼
“

44万4000円

• . 10 

・・

・・・ 
．．
．．．
 
．
．
．
 
．．． 
．． 
．． 
.....
.... 

．．．．． 
．．
 

・
 . 1a 

・(1) 平成29年3月課税期間

上記金額は、通則法65条1項の規定に基づき、本件平成29年3月課税期間

更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった・税額444万円（前記1(1) 

・サ。ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未潰の端数金額を切り捨 ．

． てた後の金額。・後記(2)及び(3)において同じ。）に100分の10の割合を乗じて

算出した金額である。 ・

(2) 平成30年3月課税期間

上記金額は、通則法65条1項の規定に基づき、本件平成30年3月課税期間

更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額444万円（前記1(2). 

サ）に100分の10の割合を乗じて算出した金額である。

(3) 平成31年3月課税期間 ― . , 44万4000円

上記金額は、通則法65条1項の規定に基づき、本件平成31年3月課税期間

•更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額444万円（前記 1(3) 

サ）に100分の10の割合を乗じて算出した金額である。

4 • 本件各賦課決定処分の適法性

被告が主張する本件各更正処分に伴って原告に課されるべき過少申告加算税の額

は、それぞれ前記3(1)ないし(3)のとおりであり、本件各賦課決定処分における過少

申告加算税の額（甲 1・o • ~.、 6及び 1 1枚目「賦課した加算税の額の計算明細」 ・

の「加算税の額」欄）といずれも同額であるから、本件各賦課決定処分はいずれも

” 適法である。・ '、

.. 
．． 

以上 ．
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別表 1

消費税等に係る課税処分等の経緯

, I●艮鑽Ill1:覗員・ 8亭＄直：奮し］2：：:91：ニコ和：ふ］：二：ぉa|伍 4皐5月11日
1清費覆

m3年岳悶d.41．四心71 / 1 ／□云m
. 4,970,700 

”””置の4―――-V・ • V 「―了云る
●楓●攣

：：：筐
.... 

一

••• 
．
．
．
 

”
 .

.
 

... 

•• ••••••• ••••• 
.
.
.
.
 

一遍少亨會加算裏り

“,183’“ 
金戴講し l

18,424.4． 00 
棄鱒

6,m5,1100 

“•OOO| 

闘3.90Z.OOO ”9.“•OOO 

“’“’“ 
醗185,7911 l l. 

“3聞．9 42,̀8.s 

i3ぶ•四 16,827,400 

9紐 ．． 700 

~“•OOO 
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刷表2-1 平成29年3月課税期間に傷る渭費税攀の課税欄準麟及び納付すべき
清費税攀の鶴

（単位：円）

．．． ．．
．．
 

••• 
●
●

●●
’
’
 

．． 
．． 
．．．．．． 

•"•9. 

．，． ．． 

区 分
， 順 税寧4％遍用分 税率6.3％遍用分 合計

号 A B . C(A+B) 

朦税標準額 ・1<D ・o 944,692,000 . 9,≪, 692, 000 

内
鶉定摩告における課税売上額② 

゜
889,136,646 889,136,646 

消
訳 謙税：、上額に加算すぺきI③ 

゜
55,555,555 66,656,555 

本 各金員の額

課税標準額に対する消費税績 ④ ．． 

゜
59,515,596 59,515,596 

控除対象仕入税韻 ⑤ 勁 . 41,093,877 41,094,837 

費
．． 

控験不足還付税頓（⑤―④) ⑧ 960 

゜
960 

．差,1税顧（・④一⑤）． ．．⑦ 

゜
18,421,719 iB, 421,719 

税 合（⑦計c甍欄引—税®綱c欄、 ．lOOPl未調の嶋量蜀檜て） ⑧ ~ . .-------- 18,420,700 

厩に納付の鶉定した消費税額 ⑤ •一— ・ 14, 920, 700 差引納付すぺき消費税績 IR 一
3,600,000 

（⑧c欄―⑨c欄）
担不足

•' 

瓢蜻illJ農方費税渭欄●費攣税とのなる
還付税頓（⑥)

'≪) 960 

゜
•960 

差引税頓（⑦) IR 

゜
18,421,719 . 18, 421, 719 

地
合(@計C董●弓-l蠅o方c欝●費、覗lOOの●PI来覆賣欄攣の嶋と量な，，る欝檜費て）覆攀 IR — 18,420,700 

方 還付額 I~ 
鱚渡 (@A●X蕊／100、⑪B●X17/

63)
240 • 

゜
240 

・消
割額 納付麟 IR 

゜
4,970,940 4、970,940

費 (@A欄X蕊I100、⑫B欄X.17/63)

合計羞弓l麟菫割麟 IGI 一一
4,97Q,700 

税 （⑮C●—⑩C欄、 100円未調の爆量切檜て）

既に納付の鶉定した譲濃割績 ⑰ ー ／一 .4, 026, 200 

差31納付すべき譲猿割額 ⑬ 
ー ／— ,“,500 

（⑯c欄—⑰c欄）

．差弓l納付すべき（⑩消＋費⑱税）等の合計税額 ⑬ ー／／ ．一
4,・444, 500 

i 
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肩裏2・-2・平咸30年3月課税謂闇r：：僑る清費税疇の課税欄準鶴及び納付すべき
清費税事の耀

（単位：円）

...

.
 

．．． 

．．． 
．．． 
．．．
．
 

..

.
 ． 

．．．．．．． 
．．．．． 
．．． 

．． 区 分
順 ．金 額
号 .. 

鰈税欅準顧 ' 
① 函，212,000

内
確定申告における課・・税売上韻 ② 909, 666, 948. 

消
訳 課税売 ・上●に加算すべき l(J • 55, 555, 555 
本件 •各金 ． 員の額

課税禰準韻に対する消費税頓 ④ 60,808,366 

費 呻対象仕双輝 '.
． 

゜
42・, 183．出4

控諭不足還付税頓．（⑤ー④） ICBl .o 

差引税額（④—⑤、 100円未潤の嶋歎切檜て） ⑦ 18, 624,.400 

税
既に納付の肇定した消費税頓 ⑧、 15,'124, 300 

， 

差弓1納付ナベき消費税額（⑦一⑧） ⑨ 3,500,100 
．．  ． ． 

蠅消費税の 控餘不足還付税額（⑥) IR 

゜鳩 鰈清税費簾税績準となる
差引税額（⑦）・ IGl 18, 624, 400 

方 ． ．． 

． ． 還付額（⑩X17/~3) • IR. 

゜消
鵬攘 ． .• . 

費
書蟻’ 納付額（⑪Xl7/63、100円未潤の嶋徽切捨．:'C') g ．． 5,026,600、‘

． ． 

税
既に納付の鶴定した麟裟割籟 IR. 4,081,100 
. . 

・141 
．． 

差引納付すぺき●攘割額（⑬一⑭） “,500 

差引納付すぺき清費税攀の合計税頓（⑨＋⑮） • ⑳ 4,444,600 
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．． .. .'... . ;,.... ... ....... ．．．．． 
•••• ．． ． 

肩裏2-3 平成31年3月暴税絹閏に偏る清費税疇の霧税露準蟻及び納付すぺき

消費税書の鶴

（単位：円）

区 分 ．． ．順
金 韻

号

．：罵税櫃準額 ① 
： 939,457,000 

本件減績更 正・売処 分における ② 883,902,0lQ 

消 内
糠 ・ 税 ・ 、上 額

駅 鰈税 ・売上．額に加算すべき ③ 55,555,555 
本 件 ．各 ． 金 員 の ．額 ． ． 

襲税欄準額に食rする消費税顧 ④ 69,186,791' 

.. 

．費控 暉 ⑤ 42,358,334 

控除不足還付税頓（⑤一④） . I⑤ 
゜

差引税韻（④ー⑤、●100円未漬の嶋徽切捨て） • I⑦ 16,821,400 

税
既口柑寸の鶴定した消費税額 ⑧ ・13;327,400 

羞引納付すべき渭費税額（⑦一⑧） ． l<Dl 3,600,000 

・`

嬉方消費税の 控餘不足還付税額（⑤） I~ 
゜臓税欄準となる・

. . 

地 清費税績 ． 差引税績（⑦） 141 16, 827, ・400 

方
還付韻（⑩Xl7/63). • |0 

鵬濃 ゜清
割績
納（⑪Xl7/63、100円未潤の嶋徽切綸て） l4J. •• 540,700 

費

税
既に納付の鶴定した譲濃割績 Q 3,696,200 

差~,納付すぺき麟裟割績（⑬一⑭） I@ 9 ,500 

差弓1納付すべき清費税嶋の合計税額（⑨＋⑮） 141 4,444,500 
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